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商品概要説明書 

教育ローン（ 一般型Ａ ）  

(令和 5 年 4 月 1 日現在) 

商品名 教育ローン（ 一般型Ａ ）  

ご 利用い た だ け る

方 

○当Ｊ Ａ の組合員の方。  

○お借入時の年齢が満18歳以上であり 、最終償還時の年齢が満71歳未満の方。 

○前年度税込年収が 200 万円以上（ 農業者の場合は、150 万円以上） ある方（ 自

営業者の方は前年度税引前所得と し ます。）。  

○原則と し て、 勤続（ または営業） 年数が１ 年以上の方。  

○教育施設（ 修業年限が 6 か月以上で、中学校卒業以上の者を対象と する次の

教育施設と し ます。） に就学予定または就学中のご子弟のいる方。  

 ① 大学、 大学院（ 法科大学院など専門職大学院を含む）、 短期大学 

② 専修学校、 各種学校（ 予備校、 デザイ ン学校など 

③ 高等学校、 高等専門学校、 特別支援学校の高等部 

④ その他職業能力開発校などの教育施設 

○生活の本拠が定まっ ている方（ 農業者以外の自営業者の方については、ご本

人またはご家族の持ち家であるこ と 。）。  

○当Ｊ Ａ が指定する保証機関の保証が受けら れる方。  

○その他当Ｊ Ａ が定める条件を 満たし ている方。  

資金使途 

○就学さ れるご子弟の教育に関する全てのご資金（ 借入申込日から 3 か月以

内にお支払済みの資金を 含む。） で借入年度の必要経費と し 、 資金使途の確

認可能なも のと し ます。 ただし 、 事業資金は除き ます。  

（ 例）  

①教育施設へ支払う 入学金、 授業料、 学費。  

②アパート の家賃等 

○現在、 他金融機関から 借入中の教育資金の借換資金。  

借入金額 ○10 万円以上 1, 000 万円以内、 １ 万円単位と し 、 所要金額の範囲内と し ます。 

借入期間 

○据置期間を含め最長 15 年（ 在学期間＋９ 年） 以内と し ます。  

○据置期間は、初回ご融資日から ご融資対象ご子弟の卒業予定年月の末日の６

か月後までの範囲内と し ます。  

○ただし 、他金融機関から 借入中の教育資金の借換の場合、借入期間は現在お

借入中の教育資金の残存期間内と し ます。  

借入利率 

【 固定金利型】  

 お借入時の利率を、 完済時まで適用いたし ます。  

○利率は店頭に掲示し ます。詳細については、当Ｊ Ａ の融資窓口へお問い合わ

せく ださ い。  

返済方法 

○元利均等返済（ 毎月の返済額（ 元金＋利息） が一定金額と なる方法） と し 、

毎月返済方式、 特定月増額返済方式（ 毎月返済方式に加え 6 か月ごと の特

定月に増額し て返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借
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入金額の 50％以内、 １ 万円単位です。）、 年２ 回返済方式（ 農業者の方に限

り ます。） のいずれかを ご選択いただけます。  

担保 ○不要です。  

保証人 
○北海道農業信用基金協会の保証をご利用いただき ますので、原則と し て保証

人は不要です。  

保証料 

○一括払い・ 分割払いのいずれかにより ご選択いただき ます。  

 ①一括払い 

 ご融資時に一括し て保証料を お支払いいただき ます。  

 ②分割払い 

  お客様から 当Ｊ Ａ へお支払いいただく 利息の中から 当Ｊ Ａ が保証機関へ

支払います。 こ の場合、 お借入利率は年 0.40％上乗せさ れた利率が適用さ

れます。  

苦 情処理措置お よ

び 紛争解決措置の

内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・ 苦情（ 以下「 苦情等」 と いう 。） につき まし ては、 当

Ｊ Ａ 本支金融共済部(電話： ０ １ ５ ８ －８ ２ －２ １ ０ １ )にお申し 出く ださ

い。当Ｊ Ａ では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し 、迅速かつ適

切な対応に努め、 苦情等の解決を 図り ます。  

また、 Ｊ Ａ バンク 相談所（ 電話： ０ ３ －６ ８ ３ ７ －１ ３ ５ ９ ） でも 、 苦情等

を 受け付けており ます。  

○紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を 利用し て解決を 図り たい場合は，次の機関を利用でき

ます。上記当Ｊ Ａ 本店金融共済部またはＪ Ａ バンク 相談所にお申し 出く ださ

い。  

 

 札幌弁護士会（ 電話： ０ １ １ －２ ５ １ －７ ７ ３ ０ ）  

その他 

○ご融資対象子弟が高校から 短大または大学等に進学さ れる場合には、乗換融

資をご利用いただけます。  

乗換融資と は、当Ｊ Ａ で進学前の教育施設にかかる教育資金をご融資し てい

る場合に、進学後の教育施設における条件に応じ て新規にご融資を 行い、既

貸付金を 全額繰上返済いただく こ と を いいます。  

○お申込みに際し ては、当Ｊ Ａ および当Ｊ Ａ が指定する保証機関において所定

の審査を さ せていただき ます。審査の結果によっ ては、ご希望に沿いかねる

場合も ございますので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

○印紙税が別途必要と なり ます。  

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当Ｊ Ａ の融資窓口までお問

い合わせく ださ い。  

Ｊ Ａ 北オホーツク  
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商品概要説明書 

教育ローン（ 基金協会型）  

(令和 5 年 4 月 1 日現在)  

商品名 教育ローン（ 基金協会型）  

ご 利用い た だ け る

方 

○当Ｊ Ａ の組合員の方。  

○お借入時の年齢が満 18 歳以上 75 歳未満であり 、 最終償還時の年齢が満 80

歳未満の方。  

○継続し て安定し た勤務先（ 営業） から の収入のある方。  

○教育施設（ 修業年限が 6 か月以上で、中学校卒業以上の者を対象と する次の

教育施設と し ます。） に就学予定または就学中のご子弟のいる方。  

 ① 大学、 大学院（ 法科大学院など専門職大学院を含む）、 短期大学 

② 専修学校、 各種学校（ 予備校、 デザイ ン学校など 

③ 高等学校、 高等専門学校、 特別支援学校の高等部 

④ その他職業能力開発校などの教育施設 

○当Ｊ Ａ が指定する保証機関の保証が受けら れる方。  

○その他当Ｊ Ａ が定める条件を 満たし ている方。  

資金使途 

○就学さ れるご子弟またはご本人の教育に関する全てのご資金（ 借入申込日か

ら 3 か月以内にお支払済みの資金を 含む。） で借入年度の必要経費と し 、 資

金使途の確認可能なも のと し ます。 ただし 、 事業資金は除き ます。  

（ 例）  

①教育施設へ支払う 入学金、 授業料、 学費。  

②月々の仕送り 資金、 アパート の家賃等 

○現在、 他金融機関から 借入中の教育資金の借換資金。  

借入金額 ○10 万円以上 500 万円以内、 １ 万円単位と し 、 所要金額の範囲内と し ます。  

借入期間 

○据置期間を含め最長 15 年（ 在学期間＋９ 年） 以内と し ます。  

○据置期間は、初回ご融資日から ご融資対象ご子弟の卒業予定年月の末日の６

か月後までの範囲内と し ます。  

○ただし 、他金融機関から 借入中の教育資金の借換の場合、借入期間は現在お

借入中の教育資金の残存期間内と し ます。  

借入利率 

【 固定金利型】  

 お借入時の利率を、 完済時まで適用いたし ます。  

○利率は店頭に掲示し ます。詳細については、当Ｊ Ａ の融資窓口へお問い合わ

せく ださ い。  

返済方法 

○元利均等返済（ 毎月の返済額（ 元金＋利息） が一定金額と なる方法） と し 、

毎月返済方式、 特定月増額返済方式（ 毎月返済方式に加え 6 か月ごと の特

定月に増額し て返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借

入金額の 50％以内、 １ 万円単位です。）、 年２ 回返済方式（ 農業者の方に限

り ます。） のいずれかを ご選択いただけます。  

担保 ○不要です。  
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保証人 
○北海道農業信用基金協会の保証をご利用いただき ますので、原則と し て保証

人は不要です。  

保証料 

○一括払い・ 分割払いのいずれかにより ご選択いただき ます。  

 ①一括払い 

 ご融資時に一括し て保証料を お支払いいただき ます。  

 ②分割払い 

  お客様から 当Ｊ Ａ へお支払いいただく 利息の中から 当Ｊ Ａ が保証機関

へ支払います。 こ の場合、 お借入利率は年 0.40％上乗せさ れた利率が適

用さ れます。  

苦 情処理措置お よ

び 紛争解決措置の

内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・ 苦情（ 以下「 苦情等」 と いう 。） につき まし ては、 当

Ｊ Ａ 本店金融共済部(電話： １ ２ ５ ８ －８ ２ －２ １ ０ １ )にお申し 出く ださ

い。当Ｊ Ａ では規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し 、迅速かつ適

切な対応に努め、 苦情等の解決を 図り ます。  

また、 Ｊ Ａ バンク 相談所（ 電話： ０ ３ －６ ８ ３ ７ －１ ３ ５ ９ ） でも 、 苦情等

を 受け付けており ます。  

○紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を 利用し て解決を 図り たい場合は，次の機関を利用でき

ます。上記当Ｊ Ａ 本店金融共済部またはＪ Ａ バンク 相談所にお申し 出く ださ

い。  

 

 札幌弁護士会（ 電話： ０ １ １ －２ ５ １ －７ ７ ３ ０ ）  

その他 

○ご融資対象子弟が高校から 短大または大学等に進学さ れる場合には、乗換融

資をご利用いただけます。  

乗換融資と は、当Ｊ Ａ で進学前の教育施設にかかる教育資金をご融資し てい

る場合に、進学後の教育施設における条件に応じ て新規にご融資を 行い、既

貸付金を 全額繰上返済いただく こ と を いいます。  

○お申込みに際し ては、当Ｊ Ａ および当Ｊ Ａ が指定する保証機関において所定

の審査を さ せていただき ます。審査の結果によっ ては、ご希望に沿いかねる

場合も ございますので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

○印紙税が別途必要と なり ます。  

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当Ｊ Ａ の融資窓口までお問

い合わせく ださ い。  

Ｊ Ａ 北オホーツク  


